
船舶事故調査報告書 

令和６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年９月１６日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 茨城県ひたちなか市那珂湊港東方沖 

 那珂湊港東防波堤灯台から真方位０８２°１.３海里付近 

 （概位 北緯３６°２０.５′ 東経１４０°３７.８′） 

事故の概要  漁船第二大彦
だいひこ

丸は、北進中、また、プレジャーボートティアマト

は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年１０月１２日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二大彦丸、４.９トン 

   ＩＧ３－６３５０（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート ティアマト、５トン未満（長さ７.１１ｍ） 

   ２００－１９６８０茨城、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 低潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、しらす引き網漁の目的で、茨

城県日立市久慈漁港を出航したのち、那珂湊港東方沖において操業を

開始した。 

 Ａ船は、船首を南方に向けて揚網を終え、左舷方で船首を南方に向

けて揚網している他の漁船の前を通って旋回した。 

 Ａ船は、船長Ａが魚群探知機の反応を見て、ＧＰＳプロッターの操

作を行いながら北進中、船首方を見たところ、船首至近にＢ船を認

め、主機を中立として左舵を取ったが、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右

舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、那珂湊港東

方沖において船首を南方に向けて漂泊しながら釣りをしていたとこ

ろ、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、他の漁船の前を通って旋回したのち、北進中、船長Ａが、

ＧＰＳプロッターの操作に意識を向けて航行を続けたことから、船首

方で漂泊中のＢ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 



 Ｂ船は、漂泊中、Ａ船と衝突したものと考えられるが、船長Ｂから

情報が得られず、衝突に至った状況を明らかにすることができなかっ

た。 

原因  本事故は、Ａ船が他の漁船の前を通って旋回したのち、北進中、船

長ＡがＧＰＳプロッターの操作に意識を向けて航行を続けたため、船

首方で漂泊中のＢ船に気付くのが遅れ、また、Ｂ船が漂泊中、Ａ船と

衝突したものと考えられるが、船長Ｂから情報が得られず、衝突に 

至った状況を明らかにすることができなかった。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漁船の船長は、航行中、ＧＰＳプロッターの操作に意識を向け過

ぎず、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 


